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（２）デンマークの状況

ア．アニマルウェルフェア規制強化の対応

　2011年12月に、欧州委員会が発表した各

国のアニマルウェルフェア規制強化の対応状

況をみると、デンマークを含む主要豚肉生産

国の多くが母豚ストール飼い禁止に対応でき

ていなかった（表７）。デンマーク農業の中央

組織であるデンマーク農業理事会（ＤＡＦＣ）

表６　国別豚飼養頭数（主要10カ国）
（単位：千頭）

2011年 2012年

総飼養
頭数

総飼養
頭数うち繁殖

母豚
うち子豚
（50kg未満）

うち繁殖
母豚

うち子豚
（50kg未満）前年比

（増減率）
前年比
（増減率）

前年比
（増減率）

ドイツ 27,402.5 2,218.7 13,392.3 28,331.4 3.4% 2,144.3 ▲ 3.4% 13,728.4 2.5%
スペイン 25,634.9 2,448.3 12,816.0 25,250.4 ▲ 1.5% 2,288.2 ▲ 6.5% 12,820.2 0.0%
フランス 13,967.0 1,117.0 7,179.0 13,778.0 ▲ 1.4% 1,091.0 ▲ 2.3% 7,117.0 ▲ 0.9%
デンマーク 12,348.0 1,250.0 7,793.0 12,310.0 ▲ 0.3% 1,240.0 ▲ 0.8% 7,809.0 0.2%
オランダ 12,103.0 1,117.0 6,808.0 12,104.0 0.0% 1,087.0 ▲ 2.7% 6,828.0 0.3%
ポーランド 13,056.4 1,153.9 7,142.3 11,132.2 ▲ 14.7% 1,036.4 ▲ 10.2% 6,113.7 ▲ 14.4%
イタリア 9,350.8 733.8 3,605.6 8,661.5 ▲ 7.4% 654.2 ▲ 10.8% 2,932.6 ▲ 18.7%
ベルギー 6,327.9 487.5 2,855.1 6,447.8 1.9% 498.4 2.2% 3,016.0 5.6%
ルーマニア 5,363.8 387.1 1,868.5 5,370.0 0.1% 373.9 ▲ 3.4% 1,881.9 0.7%
英国 4,326.0 499.0 2,224.0 4,221.0 ▲ 2.4% 509.0 2.0% 2,155.0 ▲ 3.1%
その他 17,117.0 1,699.1 8,625.7 16,875.0 ▲ 1.4% 1,633.0 ▲ 3.9% 8,524.6 ▲ 1.2%
合計
（EU25カ国）146,997.3 13,111.4 74,309.5 144,481.3 ▲ 1.7% 12,555.4 ▲ 4.2% 72,926.4 ▲ 1.9%

資料：欧州委員会
注１：各年12月現在
注２：ギリシャ、キプロスの2012年集計値が公表されていないため、25カ国での比較とした

によれば、2012年11月、全農家を対象に実

施した状況調査で把握された未対応の生産者

のうち、３分の２は施設更新により対応し、

残りの３分の１については、廃業したとのこ

とであった。結果として、現地調査を行った

2013年6月時点では、デンマーク国内全ての

養豚経営が、このアニマルウェルフェア規制

に対応済みとなっていた。

　デンマークでのアニマルウェルフェアへの

対応は、生産者自身、獣医師、食肉企業、行

政が連携して生産現場の確認を行っている（図

２）。また、その規制の内容は、ほかのＥＵ諸

国よりも厳格である（表８）。

　こうした取り組みは、豚肉生産量のおよそ

９割を輸出に仕向ける豚肉輸出国として、主

要輸出先の英国やドイツなどの消費者ニーズ

に応えることを目的としている。つまり、輸

出先国が求める基準をクリアするために必要

な措置であったことが、最も大きな動機となっ

た。

　関係団体・業界も、これを支援するために

表７　アニマルウェルフェア規制強化対応の
　　　状況【2012年11月時点】

対応が済んだ養
豚経営の割合

【参考】
EUの豚肉生産量
に占める割合
（2011年）

ドイツ 48% 25.0%
スペイン 70% 15.5%
フランス 33% 8.9%
ポーランド 80% 8.1%
デンマーク 85% 7.7%
イタリア 69% 7.0%
オランダ 63% 6.0%
資料：欧州委員会
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様々な取り組みを行っている。群飼の実施に

伴う新たな飼養管理技術の習得に関しては、

同農業理事会が対応方策の調査研究を行った

後、関連組織であるピッグリサーチセンター

のアドバイザーを通じ、有料（1,000デンマー

ククローネ／時間：１万8000円／時間）で

技術指導を行っている。また、技術導入に当

たっては、施設更新も必要となることから、

機器の利用方法の説明にあわせて、施設機器

メーカーもその一部を担っている。

資料：聞き取りよりＡＬＩＣ作成

図２　デンマークのアニマルウェルフェア規制の確認体制

(5 )

イ．生産現場の対応状況

　協同組合系列の種豚企業であるダンブレッ

ド社の紹介により、首都コペンハーゲンから

80キロメートルほど離れた、シエラン島西部

に位置するフォーバイレにあるラスムセン・

ポールセン氏の養豚農場を訪問した。

（ア）経営概況

　同農場は、繁殖母豚約1,200頭を飼養する

繁殖専門経営であり、家畜商を通じて、年間

9,000頭（750頭/月）の子豚を、国内4件の

肥育経営に販売している（表９）。

　現在利用している施設は、経営主であるポー

表８　養豚のアニマルウェルフェアに係る主な規制内容（ＥＵ、デンマーク）

デ
ン
マ
ー
ク
の
国
内
規
制

Ｅ
Ｕ
指
令
の
規
制

① 豚1頭あたりの十分な飼養面積（体重別に設定）の確保
② 豚房のスノコ床の利用面積の制限
③ 10頭以上の養豚施設での妊娠豚の群飼の実施
④ 群飼に対する十分な給餌量の確保
⑤ 空腹と咀嚼(そしゃく)要求を満たすための粗飼料の給与
⑥ 習慣的な断尾・切歯の禁止
⑦ ミスト散布などの暑熱対策設備の設置
⑧ スノコ床の完全禁止（2020年まで）
⑨ 切歯の禁止と断尾についての厳格な運用（報告の義務）
⑩ 病豚専用の豚房の設置

資料：ＥＵ指令、デンマーク農業理事会資料よりＡＬＩＣ作成
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ルセン氏が、父と叔父から経営を受け継いだ

2009年から運用を開始している。父と叔父

の時代は、二人で200頭の母豚を飼養してい

たが、規模拡大とともに現在は、デンマーク

人のほか、ポーランド人、ウクライナ人の計

６名を雇用している。

　基本的な作業は、月曜から金曜日に済ませ、

週末は交代で最低限の作業のみを行っている。

平日の作業時間は朝７時～16時、週末は朝

７時～14時とし、定期的な休みを取れるよ

うにしている。

　給餌方法は、全てリキッドフィーディング

方式を採用しており、子豚用と母豚用に飼料

の粒度を変えるため、２種類のミルを利用し

ている。飼料穀物として、自給の小麦および

大麦と、南米産の大豆かすを与えている。

表９　飼養頭数

ポールセン経営
（2013年６月）

種雄豚(Boar) 8頭
繁殖母豚(Sow) 1,193頭
未経産雌豚(Gilt) 179頭
子豚(Piglet) 2,990頭
合計 4,370頭
資料：聞き取りよりＡＬＩＣ作成

（イ）アニマルウェルフェアへの対応

　この農場は、2008年に設計したものであ

る。当時のEUおよびデンマークの規制では、

新たに建築する畜舎は、母豚の群飼いに対応

するよう定められていたことから、同農場で

は2009年の運用開始時点から、これに対応

していた（写真１）。

　なお、現在の豚舎は、ＥＵ規制には適合し

ているが、年々、適用範囲と内容が厳しくな

るデンマークのアニマルウェルフェア規制に

照らすと、既に時代遅れとなっている。具体

的には、スノコ床の利用である（写真２）。現

行のデンマークの規制では、新築豚舎でのス

ノコ床を全面禁止としているが、同農場の建

設時には義務化されていなかったため、今も

写真１：妊娠豚は群れで飼育され、自由に出入
　　　　りできるストールを利用している。

写真２：授乳期用のストール。左上は、子豚用
　　　　の温室。手前側はスノコ床を利用して
　　　　いる。
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一部スノコを用いた床を採用している。現在

は猶予期間にあるものの、2020年までに全

ての養豚経営でスノコ床を廃止することが決

まっている。このため、この数年のうちに改

築しなければならないことが、大きな課題と

なっている。

　なお、ポールセン氏は、経営を継ぐ前に他

の農場でマネージャーとして働いていた経験

がある。そこでは、既に母豚を群れで飼育し

ていたため、群飼育の導入に大きな苦労はな

かったとのことである。

（ウ）技術成績

　アニマルウェルフェアに対応した飼養方法

をとりつつ、ポールセン経営では、素晴らし

い技術成績を残している（表10）。

　同経営で生産しているのは、三元交雑のＬ

ＹＤ豚である。雄豚は８頭飼養しているもの

の、発情確認にのみ供用しており、種付けは

全て購入精液による人工授精を実施している。

表10　技術成績の比較
（単位：頭）

ポールセン経営
（2012年）【A】

デンマーク平均
（2012年）【B】

日本平均
【C】 比較【A÷C】

母豚１頭当たり年間離乳頭数 32.8 29.6 20.6 159.2%
母豚回転率 2.32 2.26 2.20 －
１腹当たり総産子頭数 16.9 15.1 10.5 161.0%
１腹当たり死産頭数 1.4 1.7 － －
１腹当たり離乳頭数 14.1 13.1 9.3 151.6%
受胎率 86.9％ 87.0％ － －
資料A：聞き取りによりＡＬＩＣ作成
資料B：デンマーク農業理事会
資料C：農林水産省　家畜改良増殖目標（平成22年７月公表値）

　技術成績で注目したいのは、総産子頭数と

離乳頭数である。どちらも、デンマーク全体

の平均値を上回っており、日本の平均と比較

すると、1.5倍以上高い能力を示している。

さらに、母豚回転率も高いことから、年間離

乳頭数32.8頭と極めて高い成績を収めてい

る。

　また、繁殖母豚は、通常６産程度で更新し

ているが、ピークを越えた母豚群であっても、

死産数は増加するものの、高い産子数を維持

している（図３）。

　専門家によれば、日本国内の生産者が母豚
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資料：聞き取りよりＡＬＩＣ作成

図３　産次別産子頭数の推移
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の群飼養に取り組んだ場合、ストール飼いの

頃と比較して、繁殖成績の低下が３年程度続

くということである。しかし、同経営では、

群飼を始めた段階で既に経営主が技術を習得

していたため、そうした問題は聞かれなかっ

た。なお、経営主によれば、生産面の課題は

受胎率の向上であり、発情管理の徹底により

90パーセント以上のレベルまで持って行きた

いとのことである。

　今後のアニマルウェルフェアの動きとして、

2018年をめどに、外科的去勢の自主的廃止

が求められている。生産する側としては、作

業量の面から、去勢作業が軽減されることに

ついては歓迎したいとの意向である。

（３）オランダの状況

ア．アニマルウェルフェア規制強化への対応

　オランダでは、国内生産者に養豚のアニマ

ルウェルフェア規制（母豚ストール飼い禁止）

を期限までに順守させるため、まず現状の把

握から進められた。

　2011年に政府は、ワーヘニンゲン大学農

業経済研究所（ＬＥＩ）に調査を依頼し、国

内の飼養頭数と、産業全体の規制対応の進捗

状況について把握を行った。この調査から、

25パーセント程度の養豚経営が、新たな規制

への対応に不備があることがわかった。

　このためオランダ政府は、2012年２月に

養豚の関連機関３者（オランダ家畜食肉委員

会（ＰＶＶ）、オランダ労働組合協会（ＮＶＶ）、

オランダ農業園芸組織連合会（ＬＴＯ））を通

じ、全養豚経営に対し調査を実施した。この

調査は、新規制適合のために養豚経営がどの

ような手助けを必要としているかを調べ、行

政当局や地方自治体とともに現状を相互に理

解することを目的としていた。

　同年５月には、行政当局から養豚経営に対

して、新たな規制に関する留意事項が直接送

付された。これは、アニマルウェルフェア規

制の達成期限（2013年１月１日）を改めて

注意喚起するとともに、許可申請の手順や、

2020年を期限に定められている環境規制へ

のアクションプログラムと混同しないよう伝

達するものであった。また、同年後半には、

食品・消費者製品安全庁から文書が送付され、

規制が順守されない経営に対して当局からの

指導が入ることも付記された。

　さらに、同年８月、前回同様に、行政当局

からの要請を受けた３つの関連機関を通じ、

二度目の悉
しっかい

皆調査が実施され、新たな規制へ

の適合状況が確認された。

　このように、業界団体、行政機関が連携し、

規制開始期限までの手順を踏まえたが、表７

のとおり、2012年11月時点では、新たな規

制に対するオランダの達成状況は63パーセン

トにとどまっていた。関係者によれば、現時

点（2013年６月）で生産現場の対応は着実

に進んでいるものの、国内基準による環境規

制面での確認も並行して行われており、行政

機関の手続きに遅れが出ている。このため、

公表される数値には、実際の進捗状況が反映

されていないとのことである。

　オランダがアニマルウェルフェアへの意識

を高めた要因として、豚肉輸出国であるとい

う対外的要因も大きいが、国民自らが望んで

いたことにもある。

　同国には、国政政党に動物の権利保護を標

榜する「動物党」がある。この政党は、国会

に議席を持っており、同党のアニマルウェル

フェアの推進はオランダ国民から一定の支持

を集めている。

　加えて、対外的要因として、アニマルウェ

ルフェアの進展は、デンマーク同様に輸出先
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国の消費者の要望に応えたものである。オラ

ンダの豚肉は、ＥＵ域内への流通が多いため、

アニマルウェルフェア推進国が設定している

EU指令より厳しい基準も考慮した国内基準を

作り、これに基づく豚肉生産を行っている。

　一方、生産者は、経営として利益の確保を

図る反面、これまで以上の飼養面積とワラな

どの生産資材を確保する必要があり、新たな

費用が発生する状況となっている。

　こうしたなか、オランダに本社を置く欧州

最大のミートパッカーであるヴィオン社は、

アニマルウェルフェアに取り組んだ豚肉を評

価した買い取り価格を設定している。これは、

ＥＵや加盟国レベルの規制よりも厳格なアニ

マルウェルフェア基準に適合した豚肉をブラ

ンド化し、一般の豚肉よりもプレミアムをつ

けて買い取る仕組みである。

　ヴィオン社が運用している同社のアニマ

ルウェルフェア基準をクリアした豚肉は、

「Good Farming Welfare」という名称で、

ロゴマークを付けて一般製品よりも高値で販

売されている。この基準の特徴は、生産から

流通までのフードチェーン全体、つまり豚の

成長レベル、飼料内容、治療方法、輸送、と

畜場および係留場など、豚肉生産の各段階を

通して、英国の専門機関の監査を組み込むな

ど、ＥＵでの規制よりも厳格な基準を設けて

いる点である。ブランド化によるプレミアム

分については、企業秘密とされているが、同

社としては、今後ともこの取り組みを拡大し

ていく方針をとっている。

イ．研究機関における技術開発の推進

　オランダでは、新しい農業技術の開発、普

及には、公的機関だけではなく、民間企業と

大学など教育・研究機関の連携が強く、アニ

マルウェルフェアに関する技術や施設もその

例外ではない。

　オランダは、世界第２位の農産物輸出国と

して知られているが、農業に関する高等教育

と研究を担っているのは、ワーヘニンゲン大

学である。同大学は、オランダ政府に限らず

欧州委員会からも委託を受け、アニマルウェ

ルフェア基準の策定に大きくかかわっており、

新技術の開発にも携わっている。

　今回訪問したワーヘニンゲン大学畜産研究

所の養豚イノベーションセンターでは、メー

カーなどの民間企業からスポンサー支援を受

け、基礎研究の蓄積から発案された技術（あ

るいは施設機械）について、各種の実証試験

を行っている。

（ア）昇降機能付き授乳母豚用ストール

　アニマルウェルフェア規制の強化後も、子

豚の圧死を防ぐため、授乳期間中は母豚のス

トールでの飼養は認められている。この授乳

母豚用ストールは、母豚が横
おうが

臥する位置の上

部にセンサー（棒）を付け、母豚が立ち上がっ

た際に、中央部がせり上がる構造となってい

る（写真３）。母豚を持ち上げることで、母豚

写真３：母豚の背中に触れているバーがセンサ
　　　　ーになっている。母豚が立ち上がると
　　　　認識し、中央部がせり上がる。


